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行
政
組
織
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則
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一
部
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行
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組
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則
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一
部
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改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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二
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七
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二
項
の
表
所
長
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項
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木
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務
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域
事
務
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仙
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土
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。
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。
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仙
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。
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ダ
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職
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訓
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職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第

六
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
六
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号
、
平
成
二
十

三
年
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
五
号
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
地
方
振
興
事
務
所
長
」
の
下
に
「（
行
政
組
織
規
則
第
六
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
支
所
の

支
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３ 　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
振
興
事
務
所
長
以
外
の
地
方
機
関

の
長
の
職
に
あ
る
者
に
地
方
職
員
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
の
職
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

 　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
担
当
区
分
に
係
る
機
関
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
担
当
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

担
当
区
分

機　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関

本
庁
地
区

本
庁
、
地
方
機
関
の
う
ち
企
業
局
の
本
局
、
県
外
事
務
所

仙
南
地
区

大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
に
所
在
す
る
地
方
機
関

仙
台
地
区

仙
台
市
に
所
在
す
る
地
方
機
関

塩
釜
地
区

塩
竈
市
、
多
賀
城
市
、
黒
川
郡
、
宮
城
郡
に
所
在
す
る
地
方
機
関

名
取
地
区

名
取
市
、
岩
沼
市
、
亘
理
郡
に
所
在
す
る
地
方
機
関

大
崎
地
区

北
部
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
（
栗
原
市
を
除
く
。）
に
所
在
す
る
地
方
機
関

栗
原
地
区

栗
原
市
に
所
在
す
る
地
方
機
関

登
米
地
区

登
米
市
に
所
在
す
る
地
方
機
関

石
巻
地
区

東
部
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
（
登
米
市
を
除
く
。）
に
所
在
す
る
地
方
機
関

気
仙
沼
地
区

気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
に
所
在
す
る
地
方
機
関

　

第
十
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
担
当
区
分
の
う
ち
、
本
庁
地
区
の
産
業
医
は
、
職
員
診
療
所
の
医
師
と
す
る
。

　

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
地
方
振
興
事
務
所
等
の
衛
生
管
理
者
等
の
職
務
）

第 

十
九
条
の
二　

地
方
振
興
事
務
所
等
（
地
方
振
興
事
務
所
及
び
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
職
員
安
全
衛
生

管
理
責
任
者
の
職
務
の
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
機
関
の
長
が
属
す
る
当
該
地
方
機
関
を
い
う
。）
の
衛
生

管
理
者
又
は
衛
生
推
進
者
は
、
産
業
医
及
び
地
方
職
員
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
（
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
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方
職
員
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
の
職
務
の
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
機
関
の
長
の
職
に
あ
る
者
を
含
む
。）

の
指
揮
を
受
け
、
産
業
医
（
本
庁
地
区
の
産
業
医
を
除
く
。）
の
職
務
を
補
助
す
る
。

　

第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
成
人
病
健
康
診
断
」
を
「
が
ん
検
診
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３ 　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
健
康
診
断
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
証
明
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 8号（第49条関係）

健康診断免除証明書　（表面）

 年　　月　　日　　

　　宮城県職員安全衛生管理者　殿

　　　（総　務　部　長）

　　下記のとおり相違ないことを証明します。

 所属長　　　　　　　　　　　　　　　印　

　　健康診断の免除を受けたいので，下記のとおり相違ないことを証明願います。

記

所 属 名 　　　　年　　月　　日生（　　　歳）

職・氏名 ㊞　 職員番号

◎免除事由区分（該当項目に 印を記入） ◎詳細記載（疾病名・現在の状況等） 結果報告の方法

　□　疾病を治療中 □　裏面に記載

□　書面を添付

□　後日に報告
（※やむを得ない場合）

　□　 疾病について医師の管理を受
けている

　□　その他

◎免除を受けようとする健康診断項目（免除希望項目に 印を入れてください。）

　□　定期健康診断の全項目
　□　定期健康診断の一部項目

検査項目

□
問診

□
診察

□
身長

□
体重

□
腹囲

□
視力

□
聴力

□
血圧

□
心電図

□
胸部X線

□
喀痰検査

□　血液生化学的検査 □
血糖
又は
HbA1c

□　血液学的検査 □　尿検査

LDL
コレステロール

HDL
コレステロール 中性脂肪

AST
（GOT）

ALT
（GPT）

γ-GT
（γ-GTP） 赤血球数 血色素量 尿糖 尿蛋白

【注意事項】
１　健康診断は，検査項目に該当する疾患により治療又は医師の管理を受けている場合には，当該証明書を提出することにより，
全部又は一部が免除されるものです。（職員安全衛生管理規程第49条）

２　定期健康診断のうち法定検査項目は，原則として該当する全ての職員が受診しなければなりません。
　　（労働安全衛生法第66条第５項，職員安全衛生管理規程第47条）
３　太線枠内を職員本人が記載してください。主治医等に記載していただく必要はありません。
４　産休や育休，病休等により健康診断等を受診できない場合には，免除事由区分「その他」欄に 印を入れ，詳細記載欄に産休
等の期間を記載してください。

５　健康診断免除証明書は，対象となる健康診断等が始まる前に提出することを原則とします。
６　開始後に医療機関を受診する場合には，その結果を速やかに提出してください。
７　検査結果表がある場合には，その写しを添付しても構いません。ただし，当該年に受診したものに限ります。

（裏面に続く）
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様式第 8号（第49条関係）

健康診断免除証明書　（裏面）

　１　定期健康診断（※法定検査項目）

区　分 検　　　査　　　項　　　目 検査日 　　　年　　月　　日 備　　　　考
①問診
（既往
症，自
覚症状）

　現在たばこを習慣的に吸っていますか
　　 「習慣的に吸っている者」とは，「合計100本以上，又は６カ
月以上吸っている者」であり，最近１カ月間も吸っている者

はい いいえ

　お酒（清酒，焼酎，ビール，洋酒など）を飲む頻度は 毎日 時々 殆ど飲まない
（飲めない）

　これまで（現在も含
む）に右に記載した病
気にかかったことがあ
りますか

１　肝臓病 なし あり 治療中
２　痛風（高尿酸血症） なし あり 治療中
３　呼吸器病 なし あり 治療中
４　眼底出血 なし あり 治療中
５　消化器病 なし あり 治療中 ※何れかを〇で囲む

　最近（１年以内）右
に記載のように感じる
ことがありますか

１　動悸，息切れ なし あり 　（対象：全職員）
２　顔，足のむくみ なし あり
３　言葉のもつれ なし あり
４　脈のみだれ なし あり
５　意識を失う なし あり
６　のどがよく渇く なし あり
７　胸の痛み，しめつけられる感じ なし あり
８　めまい，立ちくらみ なし あり
９　手足の麻痺 なし あり

②診察 他覚症状 ※医師による診察結果を記載
　（対象：全職員）

身　体
計　測

③身長，④体重 　　身長　（　　　　　㎝）　体重　（　　　　　　㎏） ※計測した数値を記載
　（対象：全職員）

⑤腹囲 　　腹囲　（　　　　　㎝） 　※計測した数値を記載
　（対象：35歳，40歳以上）

生理学
的検査

⑥視力検査 　　裸眼・矯正　　（右：　　　　　）　（左：　　　　　）
※ 裸眼又は矯正の何れかを〇
で囲み，検査数値を記載
　（対象：全職員）

⑦聴力検査
（1000Hz） 　　右：所見なし・所見あり　　左：所見なし・所見あり

※ 所見なし又は所見ありの何
れかを〇で囲む
　（対象：全職員）
※ 45歳未満の者（35歳及び40
歳を除く）は他の方法によ
る検査も可

（4000Hz） 　　右：所見なし・所見あり　　左：所見なし・所見あり

生理学
的検査

⑧血圧測定 　　収縮期　（　　　　mmHg）　拡張期　（　　　mmHg） ※計測した数値を記載
　（対象：全職員）

⑨心電図検査（安静時） 　　正常・所見あり（　　　　　　　　　　　　　　　）
※ 所見ありの場合には，所見
内容を（　）内に記載
　（対象：35歳，40歳以上）

⑩
胸　部
検　査

胸部Ｘ線 　　正常・所見あり（　　　　　　　　　　　　　　　）
※ 所見ありの場合には，所見
内容を（　）内に記載
　（対象：全職員）

喀痰検査 ※ 医師が必要でないと認める
場合には省略可

⑪
血液生
化学的
検　査

LDLコレステロール mg/dL
HDLコレステロール mg/dL
中性脂肪 mg/dL
AST（GOT） IU/L ※計測した数値を記載
ALT（GPT） IU/L 　（対象：35歳，40歳以上）
γ－GT（γ－GTP） IU/L

⑫血糖又はHbA1c 　　血糖　（　　　　mg/dL） 又は HbA1c　（　　　　％） ※何れかにより検査する
⑬
血液学
的検査

赤血球数 ×10⁴/μℓ ※計測した数値を記載
血色素量 g/dL 　（対象：35歳，40歳以上）

⑭
尿検査

糖 　　（－）　（±）　（＋）　（＋＋）　（＋＋＋）　判定不能 ※何れかを○で囲む
蛋白 　　（－）　（±）　（＋）　（＋＋）　（＋＋＋）　判定不能 　（対象：全職員）

２　備考欄

宮　　城　　県　　公　　報



第2461号　平成25年５月31日　金曜日 （6）
　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
改
正
後
の
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
第
十
五
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
担
当
区
分
の
産
業
医
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
担
当
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

機
関
の
産
業
医
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
（
施
術
所
の
名
称
）

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

荻
原　

利
和

（
つ
ば
さ
接
骨
院
米
山
店
）

登
米
市
米
山
町
西
野
字
見
通
三
十
三

平
成
二
十
五
年
一
月
七
日

柴
田　

道
文

（
柴
田
接
骨
院
）

登
米
市
登
米
町
日
野
渡
内
の
目
三
百
二
十
一

－

五

平
成
二
十
五
年
二
月
十
四
日

小
林　

暖
明

（
榴
岡
五
丁
目
接
骨
院
）

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
五
丁
目
三

－

二
十
一

コ
ー
ポ
小
松
一
階

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

佐
々
木　

祐
仁

（
ま
ご
こ
ろ
マ
ッ
サ
ー
ジ
治

療
院
）

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
千
代
二
丁
目
三

－

十
一
渡

正
ビ
ル
一
〇
一

平
成
二
十
五
年
四
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
二
六
二
〇
〇
二
三

樫
の
樹

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字

新
前
谷
地
五
十
七
番
地

一

生
活
介
護

社
会
福
祉
法
人

嶋
福
祉
会

平
成
二
十
五
年

五
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

東
松
島
市
大
塚
字
大
東
三
四
の
一
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

名
取
市
小
塚
原
字
蟹
穴
八
四
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

風
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

用
排
水
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
名
取
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
定
置
漁
業
権
、
区
画
漁
業

宮　　城　　県　　公　　報
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権
及
び
共
同
漁
業
権
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
、
免
許
予
定
日
、
申
請
期
間
並
び
に
地
元
地
区
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

定
置
漁
業
権
、
区
画
漁
業
権
及
び
共
同
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
及
び
地
元
地
区　

別
冊
の
と
お
り

二　

免
許
予
定
日　

平
成
二
十
五
年
八
月
三
十
日　

三　

申
請
期
間　

平
成
二
十
五
年
六
月
三
日
か
ら
七
月
二
十
六
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

河
南
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
豊
里
町
字
竹
ノ
沢
八
四
番
十
一
地
先
か
ら

同
市
豊
里
町
字
竹
ノ
沢
八
〇
番
一
地
先
ま
で

前

一
二
・
五
〜

 

一
九
・
二

六
二
・
六

後

一
〇
・
〇
〜

 

一
四
・
七

六
二
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
号

　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
事
業
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
土
地

区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
事
業
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

施
行
地
区

　

 　

仙
台
市
宮
城
野
区
蒲
生
字
須
賀
前
、
同
字
竹
ノ
内
、
同
字
土
手
前
、
同
字
耳
取
、
同
字
蓬
田
前
、
同
区
中
野
字
葦

畔
、
同
字
飯
塚
、
同
字
石
橋
、
同
字
駈
上
、
同
字
神
妻
、
同
字
北
神
妻
、
同
字
腰
廻
、
同
字
須
賀
、
同
字
高
柳
、
同

字
田
中
、
同
字
新
沼
、
同
字
曲
田
、
同
字
蓬
田
、
同
区
福
室
字
境
三
番
及
び
同
字
明
神
西
の
各
全
部
並
び
に
同
区
出

花
一
丁
目
、
同
区
蒲
生
字
二
本
木
、
同
区
白
鳥
二
丁
目
、
同
区
中
野
字
出
花
、
同
字
柄
越
、
同
字
上
小
袋
田
、
同
字

四
反
田
、
同
字
下
小
袋
田
、
同
字
新
田
、
同
字
神
明
、
同
字
杉
本
、
同
字
寺
前
、
同
字
沼
頭
、
同
字
沼
向
、
同
字
掃

沼
、
同
字
向
田
、
同
区
福
室
字
県
道
前
、
同
字
境
四
番
及
び
同
区
港
三
丁
目
の
各
一
部

　

 　

多
賀
城
市
町
前
一
丁
目
及
び
宮
内
一
丁
目
の
各
一
部

四　

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

　
　

平
成
三
年
七
月
二
十
三
日

五　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
三
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

六　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

七　

事
業
計
画
の
変
更
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
米
山
高

等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

登
米
市
米
山
町
西
野
字
新
遠
田
六
十
七
番
地　
　
　
　

　
　

株
式
会
社
Ｙ
・
Ｙ　

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
名
取
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

宮　　城　　県　　公　　報
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宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

薩　
　

川　
　

昌　
　

則　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

板

橋

利

光

仙
台
市
太
白
区
富
田
字
南
ノ
西
十
九
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

菅　

井　

庄
一
郎

仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
前
八
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

入
間
川　

昭　

一

名
取
市
高
舘
吉
田
字
吉
合
三
十
八
番
地
の

二

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

武

田

公

男

名
取
市
下
増
田
字
六
角
前
九
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

菅

野

清

藏

名
取
市
大
曲
字
中
小
路
八
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

今

野

慶

一

名
取
市
手
倉
田
字
堰
根
二
百
七
十
七
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

郷

内

良

治

名
取
市
愛
島
笠
島
字
上
北
沢
五
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

森　
　
　

良

二

名
取
市
本
郷
字
三
合
田
一
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

布

田

吉

昭

岩
沼
市
小
川
字
深
町
五
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

長

田

克

美

岩
沼
市
字
朝
日
百
七
十
一
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

宍

戸　
　
　

繁

岩
沼
市
栄
町
一
丁
目
四
番
十
七

－

二
百
二

十
一
号

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

佐　

藤　

武
直
夫

岩
沼
市
押
分
字
中
光
谷
八
十
七
番
地
の
一

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

引

地

誠

一

名
取
市
小
塚
原
字
辻
野
一
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

谷
地
沼　

初　

男

岩
沼
市
早
股
字
小
林
二
百
六
番
地
の
二

監

事

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

髙

橋

明

良

名
取
市
下
余
田
字
成
田
六
十
四
番
地
の
二

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

阿

部

要

治

仙
台
市
太
白
区
富
沢
字
館
五
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

菅　

井　

庄
一
郎

仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
前
八
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

入
間
川　

昭　

一

名
取
市
高
舘
吉
田
字
吉
合
三
十
八
番
地
の

二

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

武

田

公

男

名
取
市
下
増
田
字
六
角
前
九
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

菅

野

清

藏

名
取
市
大
曲
字
中
小
路
八
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

今

野

慶

一

名
取
市
手
倉
田
字
堰
根
二
百
七
十
七
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

松

浦

辰

雄

名
取
市
愛
島
笠
島
字
東
北
沢
五
十
一
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

山

口　
　
　

實

名
取
市
飯
野
坂
六
丁
目
二
番
七
号

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

布

田

吉

昭

岩
沼
市
小
川
字
深
町
五
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

長

田

養

一

岩
沼
市
字
梶
橋
十
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

宍

戸　
　
　

繁

岩
沼
市
栄
町
一
丁
目
四
番
十
七

－

二
百
二

十
一
号

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

森　
　
　

勝

廣

岩
沼
市
大
手
町
五
番
二
号

理

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

庄

司

昌

治

名
取
市
大
曲
字
中
小
路
三
十
二
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

佐　

藤　

武
直
夫

岩
沼
市
押
分
字
中
光
谷
八
十
七
番
地
の
一

監

事

平
成
二
十
五
年
五
月
九
日

髙

橋

明

良

名
取
市
下
余
田
字
成
田
六
十
四
番
地
の
二

監

事

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
山
田
川
沿
岸
土
地

改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

宮　
　

崎　
　

博　
　

之　
　
　

一　

就
任
し
た
者

宮　　城　　県　　公　　報



（9）　平成25年５月31日　金曜日 第2461号

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

宮

内

光

明

栗
原
市
瀬
峰
長
根
七
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

長

浦　
　
　

信

栗
原
市
高
清
水
日
向
二
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

大

澤

洋

介

栗
原
市
高
清
水
下
町
九
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

髙

橋

德

夫

栗
原
市
瀬
峰
宮
田
九
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

佐
々
木　

忠　

男

栗
原
市
瀬
峰
寺
浦
六
十
四
番
地
二

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

髙

橋

幸

輝

栗
原
市
高
清
水
浅
野
十
六
番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

佐
々
木　

典　

明

栗
原
市
瀬
峰
野
沢
五
十
番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

高

橋

利

見

大
崎
市
岩
出
山
字
葛
岡
大
沢
田
二
十
八
番

地
二

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

田

崎

敏

雄

登
米
市
迫
町
新
田
駒
林
下
六
十
四
番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

木

村

正

文

栗
原
市
高
清
水
東
館
六
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

白

鳥

誠

幸

栗
原
市
瀬
峰
下
谷
地
二
番
地
九

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

伊

藤　
　
　

薫

栗
原
市
瀬
峰
泉
谷
五
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

二

上　
　
　

勝

栗
原
市
瀬
峰
大
鰐
谷
二
百
九
十
七
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

大

場

次

郎

栗
原
市
瀬
峰
根
岸
二
十
一
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

髙

橋

一

郎

栗
原
市
瀬
峰
天
神
下
五
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
九
日

千

葉

幸

雄

栗
原
市
高
清
水
小
山
田
七
番
地
一

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

宮

内

光

明

栗
原
市
瀬
峰
長
根
七
十
三
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

長

浦　
　
　

信

栗
原
市
高
清
水
日
向
二
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

髙

橋　
　
　

元

栗
原
市
高
清
水
台
町
四
十
五
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

髙

橋

德

夫

栗
原
市
瀬
峰
宮
田
九
十
八
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

髙

橋

忠

義

栗
原
市
瀬
峰
大
境
山
五
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

髙

橋

幸

輝

栗
原
市
高
清
水
浅
野
十
六
番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

佐
々
木　

典　

明

栗
原
市
瀬
峰
野
沢
五
十
番
地
一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

高

橋

利

見

大
崎
市
岩
出
山
字
葛
岡
大
沢
田
二
十
八
番

地
二

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

田

崎

敏

雄

登
米
市
迫
町
新
田
字
駒
林
下
六
十
四
番
地

一

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

木

村

正

文

栗
原
市
高
清
水
東
館
六
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

白

鳥

誠

幸

栗
原
市
瀬
峰
下
谷
地
二
番
地
九

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

伊

藤　
　
　

薫

栗
原
市
瀬
峰
泉
谷
五
十
二
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

二

上　
　
　

勝

栗
原
市
瀬
峰
大
鰐
谷
二
百
九
十
七
番
地

理

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

大

場

次

郎

栗
原
市
瀬
峰
根
岸
二
十
一
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

髙

橋

一

郎

栗
原
市
瀬
峰
天
神
下
五
番
地

監

事

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日

千

葉

幸

雄

栗
原
市
高
清
水
小
山
田
七
番
地
一

監

事

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
河
南
矢
本
土
地
改
良

区
の
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

大　
　

内　
　
　
　
　

仁　
　
　

　

就
任
し
た
者

宮　　城　　県　　公　　報
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就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

鈴

木

仁

逸

東
松
島
市
小
松
字
里
前
十
六
番
地

理

事

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

　

名
取
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日　

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

薩　
　

川　
　

昌　
　

則　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

　

仙
台
市
泉
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日　

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

薩　
　

川　
　

昌　
　

則　
　
　

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

Ａ
重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
一
種
二
号
）　

七
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

平
成
二
十
五
年
七
月
五
日　

午
後
一
時

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
石
巻
市　

石
巻
工
業
港
内　

「
宮
城
丸
」

　

５ 　

今
後
調
達
が
予
定
さ
れ
る
数
量
の
概
数
及
び
入
札
公
告
予
定
時
期　

二
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル　

平
成
二
十
五
年
八

月　

二
百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル　

平
成
二
十
五
年
十
一
月

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

１ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２ 　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３ 　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４ 　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５ 　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６ 　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

７ 　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

 　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

宮　　城　　県　　公　　報
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㈡ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤ 　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８　

当
該
物
品
と
ほ
ぼ
同
等
量
を
、
船
舶
に
数
回
以
上
納
入
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

　

９ 　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定

の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局
契
約
課
管

理
班
（
〒
九
八
〇

－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三

三
三
五
）
へ
平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１ 　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇

－

八
四
二
三　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
高
校
教
育
課
調
整
班
（
担
当　

荻
野　

智
志　

電
話
〇
二
二

－

二
一
一

－

三
六
二
一
）

　

２　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　
　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
午
後
五
時
ま
で

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

 　

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日
ま
で
に

必
要
書
類
を
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当

該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所
等

　
　

㈠　

宮
城
県
物
品
等
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

入
札
の
期
間　

平
成
二
十
五
年
六
月
十
九
日
午
前
九
時
か
ら
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

提
出
期
限　

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
午
後
五
時
ま
で

　
　
　

ロ　

提
出
場
所　

１
に
同
じ
。

　
　
　

ハ 　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
イ
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
（
封
筒
に
入
札
に
係
る
調
達
物
品
の
名

称
及
び
開
札
日
を
記
載
し
、
入
札
書
在
中
の
旨
を
朱
書
き
す
る
こ
と
。）
に
て
到
達
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
六
日
午
前
十
時　

高
校
教
育
課
内
（
宮
城
県
行
政
庁
舎
十
六
階
）

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者
及
び
三
の
３
の
審
査
に
よ
り
資
格
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
者

　

２　

当
該
調
達
案
件
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１ 　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２ 　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
入

札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３ 　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４ 　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５ 　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た

金
額
。
以
下
同
じ
。）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業

者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額

を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６ 　

落
札
者
の
決
定
の
方
法　

本
公
告
に
示
し
た
業
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
予

定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　

７ 　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

８ 　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

９ 　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

10 　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要
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Sum
m
ary

　
１
 　
N
ature and Q

uantity of Item
s to be Procured : Fuel O

il (JIS (K
2205-1980) Class 1, N

o. 2) 

70
K
iloliters

　

２
 　

D
eadline for D

elivery : July 5, 2013

　

３

　

Place of D
elivery : M

iyagim
aru, Ishinom

aki Port, M
iyagi Prefecture

　

４

　

D
eadline for Bid : June 25, 2013,5 :00 p.m

.

　

５
 　

Contact Person : Satoshi O
gino, General A

ffairs Section, U
pper Secondary School Education 

D
ivision, Board of Education Secretariat, M

iyagi Prefecture, 3-8-1 H
oncho, A

oba-ku, Sendai, 

M
iyagi 980-8423 Japan. T

EL.: 022-211-3621

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
一
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
六
日
執

行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
か
ら
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
要
旨
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
二
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
四
条
（
投
票
所
経
費
）
第
十
一
項
」
を
「
第
四
条
（
投
票
所
経
費
）
第
十
五
項
」
に
改

め
る
。

　

第
四
十
八
条
の
三
を
第
四
十
八
条
の
四
と
し
、
第
四
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
期
日
前
投
票
所
借
料
承
認
の
手
続
）

第 

四
十
八
条
の
三　

第
二
十
八
条
（
投
票
所
借
料
承
認
の
手
続
）
の
規
定
は
、
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基

準
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
二
（
期
日
前
投
票
所
経
費
）
第
三
項
の
規
定
並
び
に
県
の
選
挙
に
お
い
て
期
日
前
投
票

所
の
借
料
を
要
す
る
と
き
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「
第
四
条
第
十
一
項
」
を
「
第
四
条
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
三
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
宮
城
県
拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

仙
台
・
太
白
病
院 

同　

市
太
白
区
富
沢
一
丁
目
一
二
番
二
六
号　
　

　

仙
台
・
富
田
病
院 

同　

市
太
白
区
富
田
字
南
ノ
西
二
八
番
三
号　
　

　

別
表
第
二
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
栗
生
ハ
ウ
ス
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
サ
テ
ラ
イ
ト
大
石
原
苑 

同　

市
青
葉
区
荒
巻
字
仁
田
谷
地
一
番
一　
　
　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
四
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

仙
台
市
中
山
保
育
所
の
項
を
削
り
、
仙
台
市
北
六
番
丁
市
営
住
宅
集
会
所
の
項
中
「
同　

市
青
葉
区
柏
木
二
丁
目
三
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番
地
四
五
号
」
を
「
同　

市
青
葉
区
柏
木
二
丁
目
三
番
四
八
号
」
に
改
め
、
本
沢
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
の
項
、
新
川
生

活
改
善
セ
ン
タ
ー
の
項
、
二
岩
町
内
会
集
会
所
の
項
及
び
仙
台
市
中
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
仙

台
市
宮
城
野
区
文
化
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

仙
台
市
鶴
ヶ
谷
第
一
市
営
住
宅
第
一
集
会
所
（
新
） 

同　

市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
二
丁
目
四
番
地　
　
　

　

仙
台
市
荒
浜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
仙
台
市
鹿
野
市
営
住
宅
集
会
所
の
項
を
削
り
、
境
野
生
活
改
善

セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
境
野
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
」
を
「
境
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」、
仙
台
市
松
陵
西
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
仙
台
市
松
陵
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
」
を
「
仙
台
市
泉
松
陵
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
、
紫
山
五
丁
目
集
会
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

仙
台
市
子
育
て
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
泉
中
央
ホ
ー
ル 

同　

市
泉
区
泉
中
央
一
丁
目
八
番
地
の
六　
　
　

　

上
郷
集
会
所
の
項
、
王
城
寺
花
川
沢
口
集
会
所
の
項
、
北
大
村
生
活
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の
項
、
大
原
集
会
所
の
項
、

上
黒
沢
生
活
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の
項
、
一
の
関
生
活
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の
項
、
道
命
生
活
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の

項
、
伝
八
集
会
所
の
項
、
吉
田
生
活
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の
項
、
向
町
生
活
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の
項
、
袋
生
活
共
同

利
用
セ
ン
タ
ー
の
項
、
志
津
多
目
的
研
修
集
会
施
設
の
項
、
下
高
城
多
目
的
研
修
集
会
施
設
の
項
、
南
大
村
生
活
共
同

利
用
セ
ン
タ
ー
の
項
、
下
黒
沢
生
活
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の
項
、
高
根
農
業
担
い
手
セ
ン
タ
ー
の
項
、
上
高
城
集
落
セ

ン
タ
ー
の
項
、
鷹
巣
集
落
セ
ン
タ
ー
の
項
、
平
沢
農
業
担
い
手
セ
ン
タ
ー
の
項
、
小
栗
山
集
会
所
の
項
、
新
田
集
落
セ

ン
タ
ー
の
項
及
び
二
反
田
集
会
所
の
項
を
削
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－
十
八

－

五
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七

－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
知
事
の
項
中

「

仙
台
土
木
事
務
所

所

長

一
種

」
を

副

所

長

三
種

部              

長

四
種

気
仙
沼
土
木
事
務
所

所

長

港

湾

事

務

所

所

長

下
水
道
事
務
所

所              

長

ダ
ム
総
合
事
務
所

所              

長

ダ
ム
管
理
事
務
所
長

六
種

「

仙
台
土
木
事
務
所

所

長

一
種

」
に
改
め
る
。

副

所

長

三
種

部              

長

四
種

気
仙
沼
土
木
事
務
所

所

長

ダ
ム
管
理
事
務
所
長

六
種

港

湾

事

務

所

所

長

四
種

下
水
道
事
務
所

所              

長

ダ
ム
総
合
事
務
所

所              

長

ダ
ム
管
理
事
務
所
長

六
種

　
　
　

附　

則                
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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